
市街化調整区域における立地基準 新旧対照表

改正後 現行

10 災害危険区域等からの移転

審査基準

１ 移転対象の建築物又は特定工作

物(以下、「従前建築物等」という。)

が、次のいずれかの区域に存してい

ること（主たる建築物又は居室 (建

築基準法第２条第４号のものをい

う。 )を有するその付属建築物の一

部が区域内に存する場合をいう）。

① 建築基準法第39条第１項の災

害危険区域

② 地すべり等防止法第３条第１

項の地すべり防止区域

③ 土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関す

る法律第９条第１項の土砂災害

特別警戒区域

④ 急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律第３条第１項

の急傾斜地崩壊危険区域

⑤ 特定都市河川浸水被害対策法

第56条第１項の浸水被害防止区

域

２ 従前建築物等は、法上適法に建築

し、又は用途変更されたものである

こと。

３ 従前建築物等は、本市と同一の都

市計画区域内の市街化調整区域に

存していること。

４ 移転先である開発区域は、市街化

区域に隣接(予定建築物の用途が工

場又は作業場である場合にあって

は近接。以下この号において同じ。)

10 災害危険区域等からの移転

審査基準

１ 移転対象の建築物が、行政庁の勧

告命令等に基づく移転として次

のいずれかに該当すること。

ア がけ地近接危険住宅の移転事

業として行う移転

イ 地すべり等防止法第24条第３

項の規定による承認を受けた関

連事業計画に基づく移転

ウ 土砂災害防止法第26条第１項

の勧告に基づく移転

エ 建築基準法第10条第１項の命

令に基づく移転

オ 急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律第９条第３項

の勧告に基づく移転

カ その他条例又は特定の行政機

関の指示に基づく移転

２ 移転対象の建築物 は、法上適法

に建築し、又は用途変更されたもの

であること。

(新設)

３ 移転先である開発区域は、市街化

区域に隣接(予定建築物の用途が工

場又は作業場である場合にあって

は近接。以下この号において同じ。)



をしている土地又は既存集落内若

しくはそれに隣接をする土地であ

ること。なお、既存集落とは、50戸

以上の建築物が連たんしているも

のとする。この場合において、「建

築物」は、市街化調整区域内にある

ものであって、建築面積が30平方メ

ートル以上のものに限る。また、戸

数の算定にあっては、建築物１棟で

１戸とし、共同住宅・長屋住宅の場

合は各住戸で１戸、寄宿舎・下宿の

場合は建物１棟で１戸と扱う。

５ 移転先である開発区域は、上記１

①から⑤までの区域を含まないこ

と。また、移転先である開発区域が、

土砂災害警戒区域、浸水想定区域

(規則第56条に規定する区域)を含

む場合は、避難場所への確実な避難

が可能となるよう対策をとること。

６ 予定建築物の用途は、従前建築物

等の用途と同一であること。なお従

前建築物等の用途は、当初許可を受

けた用途又は建築確認に関する資

料により確認する(下記８の敷地及

び下記９の延べ面積において同

じ。)。

７ 従前建築物等の敷地を２以上の

敷地に分けて移転するものでない

こと。

８ 開発区域の面積は、従前建築物等

の敷地の1.5倍以下であること。た

だし、予定建築物の用途が自己の居

住の用に供される専用住宅であっ

て、開発区域の面積が500平方メー

トル以下である場合は、この限りで

をしている土地又は既存集落内若

しくはそれに隣接をする土地であ

ること。なお、既存集落とは、50戸

以上の建築物が連たんしているも

のとする。この場合において、「建

築物」は、市街化調整区域内にある

ものであって、建築面積が30平方メ

ートル以上のものに限る。また、戸

数の算定にあっては、建築物１棟で

１戸とし、共同住宅・長屋住宅の場

合は各住戸で１戸、寄宿舎・下宿の

場合は建物１棟で１戸と扱う。

４

移転先である開発区域が、

土砂災害警戒区域、浸水想定区域

(規則第56条に規定する区域)の

場合は、避難場所への確実な避難

が可能となるよう対策をとること。

５ 予定建築物の用途は、移転の対象

となった建築物 の用途と同一で

あること。なお移転の対象となった

建築物 の用途は、当初許可を受け

た用途又は建築確認に関する資料

により確認する(下記６の敷地及び

下記７の延べ面積において同じ。)。

６ 移転の対象となった建築物 の

敷地を２以上の敷地に分けて移転

するものでないこと。

７ 開発区域の面積は、移転の対象と

なった建築物 の敷地と同一規模

であること。ただし、予定建築物の

用途が自己の居住の用に供される

専用住宅であって、開発区域の面積

が500平方メートル以下である場合



ない。

９ 予定建築物の延べ面積は、従前建

築物等の延べ面積の1.5倍以下であ

ること。

10 申請者は、従前建築物等の所有者

であること。

11 移転後には、従前の建築物等を取

り壊すことが明確になっているこ

と。

12 予定建築物の用途が工場又は作

業場である場合にあっては、周辺の

土地利用上支障がなく、かつ、周辺

の生活環境に悪影響を及ぼさない

ものであること。

13 開発行為を行うために他の法令

による許認可等が必要な場合は、そ

の許認可等が受けられる見込みが

あること。

は、この限りでない。

８ 予定建築物の延べ面積は、移転の

対象となった建築物 の延べ面積

と同一規模であること。

(新設)

９ 移転後には、移転の対象となった

建築物 又は第一種特定工作物を

取り壊すことが明確になっている

こと。

10 予定建築物の用途が工場又は作

業場である場合にあっては、周辺の

土地利用上支障がなく、かつ、周辺

の生活環境に悪影響を及ぼさない

ものであること。

11 開発行為を行うために他の法令

による許認可等が必要な場合は、そ

の許認可等が受けられる見込みが

あること。


